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小規模病院の外国人患者受入れ体制整備の進め方事例

多角的な取り組みと成果

令和５年度外国人患者受入れに資する医療機関認証制度等推進事業
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概要

受け入れる側も不安だが、来日する外国人も不安

外国人受入より岡山県内の外国人在留者を調査

岡山県北部エリアに約２０００人のベトナム人が在留していることがわかり、そ
の人の医療受診状況について調査した結果、言葉の壁で受診できず手遅れになり、
帰国していく実態があることが分かった。

当初は、数人の受入を行ったが、１年後には年間約６００人のベトナム人の患者
を受入となった、２０１９年に外国人患者を受け入れる 拠点的な医療機関 （ｶﾃ
ｺﾞﾘ1，２） 厚生労働省より選定され、今日に至る。

現在では医療通訳の資格取得し常勤でベトナム人スタッフ１名（延３名）、ロシ
ア人１名（ロシアで医師経験者）で対応している。
10月よりモンゴルの大学と共同で医学部医学科の学生をインターシップで受入予
定。



きっかけ

初回２名を採用

２０１８年６月期間が最⾧５年へ拡大

東浩会の技能実習生の受入れについて（当時）

実習生の受入れを労働者として受け入れるの
ではなく、留学自習生として本来の趣旨であ
る日本で技能を習得しベトナムでの医療・介
護レベルの向上に東浩会として国際貢献する
位置づけとし、初年度は国際交流の一環のス
タートとして取り組みをすすめます。
実習生が帰国した際、現地の介護施設で働け
るように帰国後を支援を継続し、ベトナムの
介護施設、医療機関ともパートナーシップ形
成を目指します。

受入方針



小規模病院が外国人患者を受け入れるための具体的なステップと成功事例の紹介



１．外国人患者受入れのメリット



２. 体制整備のステップ
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国際医療福祉協力事業部立ち上げ

３名体制（専任１名、兼務２名）



２. 体制整備のステップ

国際医療福祉協力事業部立ち上げ

３名体制（専任１名、兼務２名）

①技能実習生の受入に向けての翻訳業務

②ベトナム人特化型外来を開設し、県北地域のベトナム人患者の受付・通訳

③インバウンドに対応した健診観光の受入

④数年後技能実習生が帰国した際の母国での就職支援、技術支援協力

通訳者を採用 ベトナム人 日本語N2 正職員 在留資格：国際業務
（現在日本の大学に留学しているベトナム人数は※１49,469人（令和3年調査））

※１ 独立行政法人日本学生支援機構 令和3年調査

業務内容
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２. 体制整備のステップ

ベトナム人患者

ロシア人通訳者
ロシア語
英語

（ロシア医師免許保持者）



２. 体制整備のステップ



２. 体制整備のステップ



２. 体制整備のステップ



２. 体制整備のステップ
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今後の展開


